
様式第３号（第５条関係）

入居者の生活に支障をきたすため、早急に改修しなければならない。

令 和 3 年 6 月 10 日 から 令 和 3 年 9 月 10 日 まで

住 所

建設工事等の概要

ウレタン塗膜防水の膨れ部撤去

下地清掃及び洗浄

下地補修

下地プライマー塗装

ウレタン塗膜防水施工

遮熱トップコート施工

契 約 の 相 手 方

2,860,000 円

株式会社松田建設

建設工事等の名称

建設工事等の場所

建設工事等の種別

履 行 期 間

桜ノ木団地

建築工事

契 約 の 相 手 方 を
選 定 し た 理 由

建物の屋上は建物外壁内部への雨水浸透を防ぐため、ウレタン塗膜による防水施工をして

いるが、ウレタン塗膜が一部膨れている状態であり、下地への侵食や雨漏り危険があり、

契 約 金 額

商 号 又 は 名 称

桜ノ木団地防水改修工事

福岡県柳川市三橋町中山７４５－１

随　意　契　約　結　果　表

発注部課名 人権･同和対策室

1 号起 工 第起 工 番 号


